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新人戦等で土日に引率や役員業務をした場合は振替休日を取りましょう
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すでにいくつかの競技で新人戦が開催されて

いますが、11月の開催が も多いようですので、

この機会に新人戦等での引率・役員業務にかか

わる週休日の振替制度について解説します。

高体連・高文連が主催・共催する大会等で

の引率や役員業務が振替の対象になります

現在の振替制度は、2011 年度の県教委との交

渉の結果、教職員の超緊縮減の対策の一つとし

て、振替対象の大会等を拡大し(特に文化部関

係)、振替できる期間も、それまでの従事した期

間の半分から全期間に拡大したものです。

具体的にどのような大会が対象になるかは、

2012 年 3 月 28 日付けの県教委通知 23 教職 185
号に示してありますが、対象となる大会等の概

要を示す一覧表を裏面に掲載します。

半日分（３時間45分）の振替もできます

｢振替ができると言われても、忙しくて休めな

い｣という声もよく聞きます。そういう状況を考

慮して、できるだけ振替がしやすいように、半

日分だけの振替も可能であることを、12 年 4 月

26 日の県教委交渉で確認しています。県教委も

同年 5 月の教頭会等で、右に掲載しているパタ

ーン図を示して、半日(3 時間 45 分)の振替もで

きることを説明しています。

引率業務で振替できない場合は

日額4250円の特勤手当が支給されます

11 年度の交渉で合意した振替制度拡大の目的

は超緊縮減が目的ですから、できるだけ振替を

してもらうことを重視して、｢振替が原則｣とい

うことになっています。しかし、それは形だけ

でも振替をということではありません。｢『振替

が原則だから』と言われて振替えたが、実際は

学校に出て仕事をしている｣という話があります

が、これでは制度の目的である超緊縮減にはな

らず、本末転倒です。県教委も｢形だけの振替に

ならないように指導する｣と回答しています。

振替ができない場合は、引率業務については

日額 4250円の特勤手当が支給されます。このこ

とは下の教頭会資料でも明示されています(金額

は昨年度までの 3400円になっていますが)。

また、半日だけ振替えた場合は、＜パターン

２＞に示してあるとおり、週休日の部活動指導

手当(今年度から 3000円)が支給されます。

こうした特勤手当の支給は、振替が行われて

県費で旅費が支出された後では難しくなります

から、出張伺いを出す前に、下の図のどの形に

するのかを明確にしておいた方がよいでしょう。

※泊付きの引率の場合は、1日振替でも引率手当

(4250円)がでます。

詳しく解説してほしいことがあれば、分会長さんへ伝えてください。



生徒引率や役員業務が週休日の振替の対象となる大会等（高体連・高文連関係）

※表の中の○は対象となる大会等があることを表しています。


